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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月１日（日） １１時００分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市秋谷海岸南方沖 

 亀城
か め ぎ

礁灯標から真方位０１０°２.４海里付近 

（概位 北緯３５°１４.３′ 東経１３９°３５.６′） 

事故調査の経過  平成２５年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ヒロシ、０.１トン 

   ２３５－４４３６２神奈川、個人所有 

   ２.７１ｍ（Lr）×１.１４ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６７.６７kＷ、平成１５年６月 

Ｂ 水上オートバイ スズキ、０.１トン 

   ２３５－４３４７６神奈川、個人所有 

   ２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９６.４kＷ、平成１４年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４２歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年８月９日 

    免許証交付日 平成２４年８月９日 

           （平成２９年８月８日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ４３歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年７月２９日 

    免許証交付日 平成２１年７月６日 

           （平成２６年７月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首外板に破損、ハンドルに曲損等 

Ｂ 船底部に擦過傷 

 事故の経過  船長Ａ及び船長Ｂは、秋谷海岸で知人と一緒に行っていたバーベキ

ューに参加し、平成２５年９月１日１０時５０分ごろ、船長Ａが、Ａ
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船の暖気運転を兼ねて後部座席に同乗者Ａを乗せ、秋谷海岸から出発

した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の後部座席に同乗者Ｂを乗せ、もう１艇の水上オー

トバイと共に秋谷海岸を出発した。 

 Ａ船は、秋谷海岸南方沖を時速約５０km の速力で南南西進し、その

後方約１０ｍをＢ船が追走していたところ、Ａ船が、波が高くて波の

峰から谷間に落ち込み、船長Ａが、スロットルレバーを緩めて減速し

たところ、左方向に約１８０度旋回した。 

 船長Ａは、波の峰からＡ船に向かって来るＢ船を見たものの、避け

る間もなく、１１時００分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の船底とが衝

突し、船長Ａ及び同乗者Ａが、衝撃で海に投げ出された。 

 船長Ｂは、Ｂ船の前方を航走する波の間に見え隠れしていたＡ船

が、突然、停船したことを見てスロットルレバーを緩めて減速を行

い、左転して避けようとしたものの、Ｂ船とＡ船とが衝突し、同乗者

Ｂが、衝撃で転落した。 

 船長Ａは、Ａ船のハンドルが左に曲がり、動かなくなったので、泳

いでいた同乗者ＡをＢ船に乗せたところ、同乗者Ａの意識がなくな

り、船長Ｂが、Ｂ船に同乗者Ａ及び同乗者Ｂを乗せて秋谷海岸へ航行

し、知人が通報した救急車により、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが病院に搬

送され、同乗者Ａが小腸破裂と、同乗者Ｂが右前腕及び右腰部の打撲

とそれぞれ診断された。 

 船長Ａは、Ａ船を自走させて秋谷海岸に戻った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４ 

海象：波高 約１.５ｍ、波向 南西、潮汐 上げ潮の中央期 

横須賀市には、０４時４７分に雷注意報、強風注意報及び波浪注意

報が発表され、本事故当時も継続していた。 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ａ船の減速時、余裕がなく、後方の安全確認を行うこと

ができなかった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船及びＢ船は、秋谷海岸南方沖を南南西進中、Ｂ船が、Ａ船の船

尾至近を追走していたことから、Ａ船が、波の谷間に落ち込み、減速

して左方向に約１８０度旋回した際、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、Ａ船が波の谷間に落ち込んだので、後方の安全確認を行

う間もなく減速したものと考えられる。 
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原因  本事故は、秋谷海岸南方沖において、Ａ船及びＢ船が共に南南西進

中、Ｂ船が、Ａ船の船尾至近を追走していたため、Ａ船が、波の谷間

に落ち込み、減速して左方向に約１８０度旋回した際、Ａ船と衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の状況が十分に確認できない状況では、航行しないこと。 

 ・他船を後方から追走する場合は、安全な距離を保って航行するこ

と。 

 


